
​令和８年１月29日​

​町内会各位​

​西区土木部維持管理課​

​【重要】大雪に伴う緊急排雪の実施について​

​1月24日から25日にかけての記録的な大雪により、１月２８日に「フェーズ3（緊急​

​事態）」が発動されました。これに伴い、​​札幌市が費用を全額負担して道路の緊急排雪​

​を行います。​​概要は以下のとおりです。​

​【パートナーシップ排雪を申請していた町内会】​

​●​ ​パートナーシップ排雪の中止​

​⇒予定していた今年度の​​パートナーシップ排雪は中止​​となります。​

​●​ ​今後のスケジュールについて​

​⇒​​当初のパートナーシップ排雪の予定はすべてキャンセルとなります​​。上記の緊​
​急排雪は、​​２月上旬から順次実施予定​​です。​

​⇒町内会ごとに作業を行うのではなく、路線単位で作業を実施しますが、作業​
​予定が前後する可能性が高いため、​​路線ごとの予定をお伝えすることはでき​
​ません。​

​●​ ​排雪後の仕上がりについて​

​⇒ 緊急対応（道路が通行できるようにすることを最優先）のため、​​排雪される雪​
​の量はパートナーシップ排雪よりも少なくなります。​

​●​ ​ごみ出しについて​

​⇒ごみ出しルールを守り​​朝、8時30分までにごみを出すよう​​お願いします。​

​【パートナーシップ排雪を申請していなかった町内会】​

​●​ ​緊急排雪の実施​

​⇒札幌市が費用を全額負担して道路の緊急排雪を行います。​

​●​ ​今後のスケジュールについて​

​⇒２月上旬から順次実施予定です。​

​●​ ​ごみ出しについて​

​⇒ごみ出しルールを守り​​朝、8時30分までにごみを出すよう​​お願いします。​

​　地域の交通機能を維持するための緊急措置につき、地域のみなさまにはご不便を​

​おかけし申し訳ありませんが、ご理解とご協力をお願いいたします。​

​連絡先：西区土木部維持管理課​

​TEL　６６７-３２０１​

​FAX　６６７-３２３８​




